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改   正   後 現       行 

 

 

 

 

 

農林水産部（水産林務関係） 

 

工 事 施 工 管 理 基 準 

 

工 事 施 工 管 理 実 施 要 領 

 

 

 

 

 

福 岡 県 農 林 水 産 部 

令和７年５月 

 

 

 

 

 

 

 

 

農林水産部（水産林務関係） 

 

工 事 施 工 管 理 基 準 

 

工 事 施 工 管 理 実 施 要 領 

 

 

 

 

 

福 岡 県 農 林 水 産 部 

令和５年１０月 
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改   正   後 現       行 

 

 目次（略） 

 

［改定の経緯］ 

 

      （１） 昭和６０年 ２月１８日 制 定 

      （２） 昭和６３年 ８月２３日 改 定 

      （３） 平成 ８年 ４月 １日 改 定 

      （４） 平成１４年１０月 １日 改 定 

（５） 平成１９年 ４月 １日 改 定 

（６） 平成２２年 ４月 １日 改 定 

（７） 平成２２年 ６月 １日 改 定 

（８） 平成２３年 ２月 １日 改 定 

（９） 平成２６年 ４月 １日 改 定 

（１０） 平成２９年 ４月 １日 改 定 

（１１） 平成３０年１２月 １日 改 定 

（１２） 令和 元年 ７月１７日 改 定 

（１３） 令和 ２年 ４月２７日 改 定 

（１４） 令和 ３年 ７月 １日 改 定 

（１５） 令和 ４年１０月 １日 改 定 

（１６） 令和 ５年 １月 １日 改 定 

（１７） 令和 ５年 ４月 １日 改 定 

（１８） 令和 ５年１０月 １日 改 定 

（１９） 令和 ７年 ５月２０日 改 定 

 

 目次（略） 

 

［改定の経緯］ 

 

      （１） 昭和６０年 ２月１８日 制 定 

      （２） 昭和６３年 ８月２３日 改 定 

      （３） 平成 ８年 ４月 １日 改 定 

      （４） 平成１４年１０月 １日 改 定 

（５） 平成１９年 ４月 １日 改 定 

（６） 平成２２年 ４月 １日 改 定 

（７） 平成２２年 ６月 １日 改 定 

（８） 平成２３年 ２月 １日 改 定 

（９） 平成２６年 ４月 １日 改 定 

（１０） 平成２９年 ４月 １日 改 定 

（１１） 平成３０年１２月 １日 改 定 

（１２） 令和 元年 ７月１７日 改 定 

（１３） 令和 ２年 ４月２７日 改 定 

（１４） 令和 ３年 ７月 １日 改 定 

（１５） 令和 ４年１０月 １日 改 定 

（１６） 令和 ５年 １月 １日 改 定 

（１７） 令和 ５年 ４月 １日 改 定 

（１８） 令和 ５年１０月 １日 改 定 
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改   正   後 現       行 

 

１．総則（略） 

 

２．適用（略） 

 

３．施工管理 

（１）～（２）（略） 

 

（３）施工管理記録様式について 

１）施工計画書（様式－１） 

   受注者は、契約締結後工事の施工計画について監督員と協議し、速やかに 

施工計画書を監督員に提出しなければならない。 

なお、施工計画書は農林水産部制定「土木工事共通仕様書」に基づき、下

記①～⑮により構成するものとする。 

ただし、簡易な工事（請負金額が５百万円以下等共通仕様書に示されてい

る工事）は①、③、⑧~⑩、⑫、⑮以外、簡易な工事を除く５千万円未満の工

事は①、③、⑥～⑩、⑫、⑮以外の事項を省略することができる。 

また、当該工事が施工中に契約変更された場合は、変更後にかかわる残事

業について施工計画の変更を協議し、速やかに変更施工計画書を監督員に提

出しなければならない。 

しかし、新たな工種・工法の追加がなく数量のみの変更や１ヶ月程度の工

期変更のような施工計画に大きく影響しない場合は、監督員の承諾を得て提

出を省略できる。 

 

 

１．総則（略） 

 

２．適用（略） 

 

３．施工管理 

（１）～（２）（略） 

 

（３）施工管理記録様式について 

１）施工計画書（様式－１） 

   受注者は、契約締結後工事の施工計画について監督員と協議し、速やかに施 

工計画書を監督員に提出しなければならない。 

なお、施工計画書は農林水産部制定「土木工事共通仕様書」に基づき、下

記①～⑭により構成するものとする。 

また、当該工事が施工中に契約変更された場合は、変更後にかかわる残事

業について施工計画の変更を協議し、速やかに変更施工計画書を監督員に提

出しなければならない。 

しかし、新たな工種・工法の追加がなく数量のみの変更の場合は提出を省

できる。 
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改   正   後 現       行 

 

①  工事概要    ⑨ 交通管理 

②  現場組織表   ⑩ 安全管理 

③  工程表      ⑪ 仮設備計画 

④  主要機械     ⑫ 環境対策 

⑤  主要資材     ⑬ 再生資源の利用の促進および建設副産物の適正 

処理方法 

⑥  施工方法    ⑭ 法定休暇・所定休暇 

⑦  施工管理    ⑮ その他    

⑧  緊急時の体制   

 

標準的な記載内容は次表のとおりである。 

番

号 
記載事項 内  容 

 1～13 （略） 

14 法定休暇・所定休暇 週休二日の取組み 

15 その他 

工事現場の美装化及び現場作業環境等 

契約図書及び監督員の指示で施工計画書に記載

を必要とするもの等 

一般競争入札における「簡易な施工計画」の技術

提案 

その他必要と認められるもの 

（３）２）～７）（略） 

（４）（略） 

 

① 工事概要    ⑨ 交通管理 

② 現場組織表   ⑩ 安全管理 

③ 工程表      ⑪ 仮設備計画 

④ 主要機械     ⑫ 環境対策 

⑤  主要資材     ⑬ 再生資源の利用の促進および建設副産物の適正 

処理方法 

⑥  施工方法    ⑭ その他 

⑦  施工管理     

⑧  緊急時の体制   

 

標準的な記載内容は次表のとおりである。 

番

号 
記載事項 内  容 

 1～13 （略） 

14 その他 

工事現場の美装化及び現場作業環境等 

契約図書及び監督員の指示で施工計画書に記載を必要

とするもの等 

一般競争入札における「簡易な施工計画」の技術提案 

その他必要と認められるもの 

 

 

（３）２）～７）（略） 

（４）（略） 
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改   正   後 現       行 

４．施工体制 

（１）主任（監理）技術者等 

 主任（監理）技術者は、建設業法第２６条（主任技術者及び監理技術

者の設置等）及び工事請負契約書第１０条（現場代理人及び主任技術者

等）に基づき、常時継続的に当該工事現場に置かれていなければならな

い。 

 また、建設業法第２６条第３項において、公共性にある工作物に関す

る重要な建設工事（工事１件の請負代金額が ４，５００万円以上のもの）

については、主任技術者は、工事現場ごとに「専任の者」でなければな

らないと規定されている。 

 なお、監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けている者であ

って監理技術者講習を受講した者であること。又「専任の者」とは、そ

の工事現場に常勤し、専ら職務に従事することを要する者である。 

 現場代理人については、工事請負契約書第１０条（現場代理人及び主

任技術者等）に基づき、当該工事現場に常駐しなければならないと規定

されている。 

１）（略） 

 

２）監理技術者 

①   発注者から直接工事を請負い、そのうち ５，０００万円（建

築一式工事の場合は８，０００万円）以上を下請契約して工事

を施工する場合は、専任の主任技術者にかえて監理技術者資格

者証の交付を受けた専任の「監理技術者」を現場に置かなけれ

４．施工体制 

（１）主任（監理）技術者等 

 主任（監理）技術者は、建設業法第２６条（主任技術者及び監理技術者

の設置等）及び工事請負契約書第１０条（現場代理人及び主任技術者等）

に基づき、常時継続的に当該工事現場に置かれていなければならない。 

 また、建設業法第２６条第３項において、公共性にある工作物に関する

重要な建設工事（工事１件の請負代金額が ４，０００万円以上のもの）

については、主任技術者は、工事現場ごとに「専任の者」でなければなら

ないと規定されている。 

 なお、監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けている者であっ

て監理技術者講習を受講した者であること。又「専任の者」とは、その工

事現場に常勤し、専ら職務に従事することを要する者である。 

 現場代理人については、工事請負契約書第１０条（現場代理人及び主任

技術者等）に基づき、当該工事現場に常駐しなければならないと規定され

ている。 

 

１）（略） 

 

２）監理技術者 

①   発注者から直接工事を請負い、そのうち ４，５００万円（建

築一式工事の場合は７，０００万円）以上を下請契約して工事

を施工する場合は、専任の主任技術者にかえて監理技術者資格

者証の交付を受けた専任の「監理技術者」を現場に置かなけれ
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ばならない。 

②  （略） 

 

３）（略） 

 

○ 建設業法に規定されている監理技術者・主任技術者の資格 

（指定建設業に係るもの） 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定建設業：土木、建築、管、鋼構造物、舗装、電気、造園工事の７業種 

 

 

 

 

 

 

 

 

ばならない。 

②  （略） 

 

３）（略） 

 

○ 建設業法に規定されている監理技術者・主任技術者の資格 

（指定建設業に係るもの） 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定建設業：土木、建築、管、鋼構造物、舗装、電気、造園工事の７業種 
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○ 施工管理技術検定制度活用による監理技術者・主任技術者の資格 

（土木管理技士等の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 一般土木工事に従事する主任技術者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 施工管理技術検定制度活用による監理技術者・主任技術者の資格 

（土木管理技士等の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 一般土木工事に従事する主任技術 
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（参考）技術者選任フロー図 

 現場に置くべき技術者は、建設業法及び施工管理技術検定制度活用の通達で請

負代金額及び下請金額により決められており、下記フロー図・次頁の技術者選任

パターン表のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）技術者選任フロー図 

 現場に置くべき技術者は、建設業法及び施工管理技術検定制度活用の通達で請負

代金額及び下請金額により決められており、下記フロー図・次頁の技術者選任パタ

ーン表のとおりである。 
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改   正   後 現       行 
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〔技術者選任パターン表〕 

   前頁のフロー図により選択したパターンは、下記のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔技術者選任パターン表〕 

   前頁のフロー図により選択したパターンは、下記のとおりである。 
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（２）施工体制台帳及び施工体系図 

１）～３）（略） 

４）提出手続き 

受注者は、施工体制台帳等を作成後、速やかに関係書類を監督員に提出しな 

ければならない。 

また、下請負契約の相手方を県外業者（県内に本店を有する業者以外の業者） 

とする場合は、施工体制台帳の提出と併せて選定理由書を監督員に提出するこ

と。 

 

（３）～（４）（略） 

 

様式１ 

 

 

施   工   計   画   書 

 

1～13（略） 

 

14 法定休暇・所定休暇 ・・・・・・・・・・・・・・・・・P○○ 

15 その他    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P○○ 

 

（２）施工体制台帳及び施工体系図 

１）～３）（略） 

４）提出手続き 

受注者は、施工体制台帳等を作成後、速やかに関係書類を監督員に提出しな 

ければならない。 

 

 

 

 

（３）～（４）（略） 

 

 

様式１ 

 

施   工   計   画   書 

 

1～13（略） 

 

14 その他    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P○○ 

 

 

 


